
吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例
（平成１１年徳島市条例第３０号）

（目的）

第１条 この条例は、現在の吉野川第十堰を撤去し、新たに可動式の堰を建設する建

設省の計画（以下「可動堰建設計画」という。）に対して、市民の賛否の意思を明

らかにするための公平かつ民主的な手続を確保することにより、市民の市政への参

加を推進し、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

（住民投票）

第２条 前条の目的を達成するため、可動堰建設計画に対する賛否について、市民に

よる投票（以下「住民投票」という。）を行う。

２ 住民投票は、投票の公正さを担保するため、市長が執行する。

３ 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

（住民投票の成立）

第３条 住民投票は、第９条に規定する投票資格者の２分の１以上の者の投票により

成立するものとする。

（住民投票の結果の報告）

第４条 市長は、住民投票の投票結果を速やかに告示するとともに、市議会議長に報

告しなければならない。

（住民投票の効果等）

第５条 市長は、住民投票の結果を尊重し、速やかに市民の意思を建設省、徳島県に

通知しなければならない。

（情報公開）

第６条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、可動堰建設計画について市

民が賛否の判断をするのに必要な情報の公開に務めなければならない。

（住民投票の実施）

第７条 住民投票の実施は、別の条例で定めるものとする。

注：「吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票の実施を定める条例」

（平成１１年徳島市条例第４４号）第２条の規定により「吉野川可動堰建設計

画の賛否を問う徳島市住民投票の実施を定める条例」の施行の日（平成１２年

１月１日）から起算して１月以内に実施することとされた。

（住民投票の期日）

第８条 住民投票の期日（以下「投票日」という。）は、市長が定める日曜日とし、

投票の１０日前にこれを告示しなければならない。

（投票資格者）

第９条 住民投票における投票の資格を有する者（以下「投票資格者」という。）は、

投票日において本市の区域内に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日

において本市の選挙人名簿（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９条に

規定する名簿をいう。以下同じ。）に登録されているもの及び告示の日の前日にお

いて選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。

（投票資格者名簿）

第１０条 市長は、投票資格者について、可動堰建設計画についての住民投票資格者

名簿（以下「投票資格者名簿」という。）を作成しなければならない。

（投票所における投票）

第１１条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所（以下「投票所」とい

う。）に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならな

い。

２ 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により投票日に自ら投票所に行くこ



とができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。

（投票の方式）

第１２条 住民投票は、秘密投票とし、投票は１人につき１票とする。

２ 投票資格者は、可動堰建設計画について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に

自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。

１ 賛成

２ 反対

３ 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号

を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票すること

ができる。

（無効投票）

第１３条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

１ 正規の投票用紙を用いないもの

２ ○の記号以外の事項を記載したもの

３ ○の記号のほか、他事を記載したもの

４ ○の記号を投票用紙の２個所以上の記載欄に記載したもの

５ ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの

（投票運動）

第１４条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に

干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

（禁止行為）

第１５条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。

１ 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって投票

資格者又は投票運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の

職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若し

くは約束をすること。

２ 投票をし若しくはしないこと、投票運動をし若しくはやめたこと又はその周旋

勧誘をしたことの報酬とする目的をもって、投票資格者又は投票運動者に対する

前号に掲げる行為をすること。

３ 前２号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、又は当該各号の申込みを承諾

すること。

４ 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を破損し、その他

偽計詐術等不正の方法をもって住民投票の自由を妨害すること。

５ 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって戸別

訪問をすること。

（罰則）

第１６条 前条第１号から第５号までの規定に違反した者は、１０万円以下の罰金に

処する。

（委任）

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（条例の失効）

２ この条例は、第４条及び第５条の行為の終了をもって、その効力を失う。ただし、

第１６条の規定は、第１５条に違反した者の刑罰が確定するまでの間、その効力を

有するものとする。


